
 

令
和
六
年
第
二
回
七
月
臨
時
会
会
議
録 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

令
和
六
年
七
月
二
十
五
日 

開
会 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

同 
 
 
 
 
 
 
 

日 

閉
会 

 （ 

） 



 

 

令
和
六
年
第
二
回
大
阪
広
域
水
道
企
業
団
議
会 

七
月
臨
時
会
会
議
録 

 

令
和
六
年
七
月
二
十
五
日
（
木
曜
日
）
午
後
一
時
開
議 

 

 

○
出
席
議
員 

 
 

 

一 
 

番 
 

木 
畑 

 
 

 

匡 

 
 

 

二 
 

番 
 

井 

関 
 

貴 

史 

 
 

 

三 
 

番 
 

大 

林 
 

健 

二 

 
 

 

四 
 

番 
 

白 

岩 
 

正 
三 

 
 

 

五 
 

番 
 

浜 

地 
 

慎
一
郎 

 
 

 

六 
 

番 
 

小 

北 
 

一 

美 

 
 

 

七 
 

番 
 

田 

村 
 

の
り
子 

 
 

 

八 
 

番 
 

川 

岸 
 

貞 

利 

 
 

 

九 
 

番 
 

門 

川 
 

紘 

幸 

 
 

 

十 
 

番 
 

米 

川 
 

勝 

利 

 
 

 

十 

一
番 

 

稲 

森 
 

洋 

樹 

 
 

 

十 

二
番 

 

辻 

中 
 

 
 

隆 

 
 

 

十 

三
番 

 

尾 

崎 
 

哲 

哉 

 
 

 

十 

四
番 

 

北 

川 
 

健 

治 

 
 

 

十 

五
番 

 

堀 

川 
 

和 

彦 

 
 

 

十 

六
番 

 

池 

田 
 

幸 

則 

 
 

 

十 

七
番 

 

木 

田 
 

伸 

幸 

 
 

 

十 

八
番 

 

末 

下 
 

広 

幸 

 
 

 

十 

九
番 

 

藤 

田 
 

貴 

支 

 
 

 

二 

十
番 

 

大 

倉 
 

基 

文 

 
 

 

二
十
一
番 

 

寺 

島 
 

 
 

誠 

 
 

 

二
十
二
番 
 

山 

本 
 

忠 

司 

 
 

 

二
十
三
番 

 

中 

原 
 

健 

氏 

 
 

 

二
十
四
番 

 

田 

畑 
 

 
 

仁 

 
 

 

二
十
五
番 

 

島 
 

 
 

弘 

一 

 
 

 

二
十
六
番 

 

中 

野 
 

 
 

学 

 
 

 

二
十
七
番 

 

清 

水 
 

貞 

治 

 
 

 

二
十
八
番 

 

河 

合 
 

弘 

樹 

 
 

 

二
十
九
番 

 

原 
 

 
 

明 

美 

 
 

 

三 

十
番 

 

竹 

原 
 

伸 

晃 

 
 

 

三
十
一
番 

 

斧 

田 
 

秀 

明 

 
 

 

三
十
二
番 

 

大 

門 
 

晶 

子 

 
 

 

三
十
三
番 

 

井 

上 
 

浩 

一 

 

○
欠
席
議
員 

 
 

 

な 

し 

 

○
説
明
の
た
め
出
席
し
た
者 

 
 

 

企

業

長 
 

永
藤 

英
機 

 
 

 

副

企

業

長 
 

橋
本 

正
司 

 
 

 

技

術

長

兼

事

業

管

理

部

長 
 

中
田 

耕
介 

 
 

 

危
機
管
理
監
兼
経
営
管
理
部
危
機
管
理
課
長 

 

藤
野 

純
也 

 
 

 

経

営

戦

略

担

当

部

長 
 

林 
 

千
絵 

 
 

 

経

営

管

理

部

長 
 

小
島 

謙
一 

 
 

 
経

営

管

理

部

副

理

事 
 

渡
邉 

 

昇 

 
 

 

経
営
管
理
部
経
営
企
画
課
長 

 

石
橋 

 

剛 

 
 

 

経
営
管
理
部
広
域
連
携
課
長 

 

林 
 

有
子 

 
 

 

経
営
管
理
部
広
域
調
整
課
長 

 

松
本 

賢
一 

 
 

 

経

営

管

理

部

総

務

課

長 
 

肌
勢 

光
浩 

 
 

 

経

営

管

理

部

財

務

課

長 
 

辻 
 

輝
昭 

 
 

 

経
営
管
理
部
財
務
課
会
計
官
兼
経
営
企
画
課
参
事 

 

亀
田 

麻
貴 

 
 

 

事
業
管
理
部
技
術
管
理
課
長 

 

覚
道 

慎
一 

 
 

 

事
業
管
理
部
副
理
事
兼
工
務
課
長 

 

堤 
 

重
德 

  
 

 

監

査

委

員 
 

小
林 
依
子 

 
 

 

経
営
管
理
部
総
務
課
参
事
兼
監
査
委
員
事
務
局
長 

 

尾
﨑 
元
伸 

 

○
職
務
の
た
め
出
席
し
た
者 

 
 

 

議

会

事

務

局

長 
 

尾
﨑 

元
伸 

 
 

 

議

会

事

務

局

書

記 
 

竹
内 

晴
彦 

 
 

 

議

会

事

務

局

書

記 
 

北
川 

尊
義 

 
 

 

議

会

事

務

局

書

記 
 

脇
田 

啓
司 

 
 

 

議

会

事

務

局

書

記 
 

前
平 

 

光 

 

○
議
事
日
程 

 

第
一 

議
席
の
指
定 

 

第
二 

議
長
の
選
挙 

 

第
三 

副
議
長
の
選
挙 

 

第
四 

会
議
録
署
名
議
員
の
指
名 

 

第
五 

会
期
決
定
の
件 

 
 

 
 

 

（
永
藤
企
業
長
あ
い
さ
つ
） 

 

第
六 

諸
般
の
報
告 

 
 

 
 

 

（
例
月
現
金
出
納
検
査
結
果
の
報
告
） 

 

第
七 

第
一
号
報
告 

令
和
五
年
度
大
阪
広
域
水
道
企
業
団
水 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

道
事
業
会
計
予
算
繰
越
計
算
書
報
告
の 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

件 

 
 

 
 

第
二
号
報
告 

令
和
五
年
度
大
阪
広
域
水
道
企
業
団
工 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

業
用
水
道
事
業
会
計
予
算
繰
越
計
算
書 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

報
告
の
件 

 
 

 
 

 

（
橋
本
副
企
業
長
説
明
） 

 

第
八 

大
阪
広
域
水
道
企
業
団
議
会
議
員
派
遣
の
件 

 

○
会
議
に
付
し
た
事
件 

 
 

議
事
日
程
の
と
お
り 



 

 

午
後
一
時 

開
会 

 

○
尾
﨑
議
会
事
務
局
長 

議
会
事
務
局
長
の
尾
﨑
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 
 

大
阪
広
域
水
道
企
業
団
議
会
議
員
選
出
後
、
最
初
の
議
会
で

あ
り
ま
す
。
本
日
は
、
最
初
の
会
議
で
あ
り
ま
す
の
で
、
議
長

が
選
挙
さ
れ
る
ま
で
の
間
、
地
方
自
治
法
第
二
百
九
十
二
条
に

お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
百
七
条
の
規
定
に
よ
り
、
臨
時
議
長

が
職
務
を
行
う
こ
と
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。 

 
 

大
門
晶
子
議
員
に
臨
時
議
長
を
務
め
て
い
た
だ
き
ま
す
の
で
、

御
紹
介
申
し
上
げ
ま
す
。 

 
 

御
登
壇
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

 
 

 
 

（
大
門
晶
子
議
員
登
壇
） 

○
大
門
議
員 

た
だ
い
ま
御
紹
介
を
い
た
だ
き
ま
し
た
河
南
町
選

出
の
大
門
晶
子
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 
 

地
方
自
治
法
の
規
定
に
よ
り
、
臨
時
に
議
長
の
職
務
を
行
い

ま
す
。
も
と
よ
り
議
長
選
出
ま
で
の
限
ら
れ
た
間
で
ご
ざ
い
ま

す
が
、
議
員
各
位
の
格
段
の
御
協
力
を
お
願
い
申
し
上
げ
ま
し

て
、
御
挨
拶
に
代
え
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
よ
ろ
し
く
お
願

い
し
ま
す
。 

 

○
大
門
臨
時
議
長 

で
は
、
た
だ
い
ま
よ
り
令
和
六
年
七
月
臨
時

会
を
開
会
い
た
し
ま
す
。 

 

○
大
門
臨
時
議
長 

本
日
の
出
席
者
は
三
十
三
名
全
員
で
、
定
足

数
に
達
し
て
お
り
ま
す
。 

 

○
大
門
臨
時
議
長 

そ
れ
で
は
、
本
日
の
会
議
を
開
き
ま
す
。 

 

○
大
門
臨
時
議
長 

日
程
第
一
、
議
席
の
指
定
を
行
い
ま
す
。 

 
 

お
諮
り
い
た
し
ま
す
。
議
員
の
議
席
は
、
議
事
の
進
行
上
、

本
職
か
ら
指
定
す
る
こ
と
に
い
た
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
れ

に
御
異
議
ご
ざ
い
ま
せ
ん
か
。 

 
 

 
 

（
「
異
議
な
し
」
の
声
あ
り
） 

○
大
門
臨
時
議
長 

御
異
議
な
し
と
認
め
、
そ
の
よ
う
に
決
定
い

た
し
ま
す
。 

 
 

議
席
は
、
配
付
の
議
席
一
覧
表
の
と
お
り
指
定
い
た
し
ま
す
。 

 

○
大
門
臨
時
議
長 

日
程
第
二
、
議
長
の
選
挙
を
行
い
ま
す
。 

 
 

お
諮
り
い
た
し
ま
す
。
選
挙
の
方
法
に
つ
き
ま
し
て
は
、
地

方
自
治
法
第
二
百
九
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
百
十

八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
指
名
推
選
に
よ
る
こ
と
と
し
、
指

名
の
方
法
は
本
職
に
お
い
て
指
名
い
た
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

こ
れ
に
御
異
議
ご
ざ
い
ま
せ
ん
か
。 

 
 

 
 

（
「
異
議
な
し
」
の
声
あ
り
） 

○
大
門
臨
時
議
長 

御
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。
よ
っ
て
、
選
挙

の
方
法
は
指
名
推
選
に
よ
る
こ
と
と
し
、
本
職
に
お
い
て
指
名

す
る
こ
と
に
決
定
い
た
し
ま
し
た
。 

 
 

本
職
に
お
い
て
指
名
す
る
こ
と
に
決
定
い
た
し
ま
し
た
の
で
、

議
長
に
島
弘
一
議
員
を
指
名
い
た
し
ま
す
。 

 
 

お
諮
り
い
た
し
ま
す
。
た
だ
い
ま
指
名
い
た
し
ま
し
た
島
弘

一
議
員
を
議
長
の
当
選
人
と
定
め
る
こ
と
に
御
異
議
ご
ざ
い
ま

せ
ん
か
。 

 
 

 
 

（
「
異
議
な
し
」
の
声
あ
り
） 

○
大
門
臨
時
議
長 
御
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。
よ
っ
て
、
島
弘

一
議
員
が
議
長
に
当
選
さ
れ
ま
し
た
。 

 
 

た
だ
い
ま
議
長
に
当
選
さ
れ
ま
し
た
島
弘
一
議
員
に
対
し
、

本
職
か
ら
、
会
議
規
則
第
三
十
一
条
第
二
項
に
よ
り
当
選
の
告

知
を
い
た
し
ま
す
。 

 
 

た
だ
い
ま
よ
り
、
島
弘
一
議
員
の
議
長
就
任
の
御
挨
拶
が
あ

り
ま
す
。 

○
大
門
臨
時
議
長 

島
弘
一
議
員
。 

 
 

 
 

（
島
弘
一
議
員
登
壇
） 

○
島
議
員 

議
長
就
任
に
当
た
り
、
一
言
御
挨
拶
を
申
し
上
げ
ま

す
。 

 
 

こ
の
た
び
、
議
員
各
位
の
御
推
挙
を
賜
り
、
大
阪
広
域
水
道

企
業
団
議
会
議
長
に
就
任
い
た
し
ま
し
た
四
條
畷
選
出
の
島
弘

一
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 
 

も
と
よ
り
微
力
で
は
ご
ざ
い
ま
す
が
、
企
業
団
議
会
の
円
滑

な
運
営
を
行
い
、
府
域
の
水
道
事
業
の
発
展
に
努
め
る
所
存
で

ご
ざ
い
ま
す
。 

 
 

議
員
の
皆
様
方
、
ま
た
永
藤
企
業
長
を
は
じ
め
と
す
る
執
行

機
関
の
方
々
に
お
か
れ
ま
し
て
は
、
格
段
の
御
協
力
、
御
鞭
撻

を
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
、
御
挨
拶
と
い
た
し

ま
す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

○
大
門
臨
時
議
長 

以
上
を
も
ち
ま
し
て
、
私
の
臨
時
議
長
と
し

て
の
職
務
は
終
わ
り
ま
し
た
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

 

○
島
議
長 

そ
れ
で
は
、
日
程
第
三
、
副
議
長
の
選
挙
を
行
い
ま

す
。 

 
 

お
諮
り
い
た
し
ま
す
。
選
挙
の
方
法
に
つ
き
ま
し
て
は
、
地

方
自
治
法
第
二
百
九
十
二
条
に
お
い
て
準
用
い
た
し
ま
す
同
法

第
百
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
指
名
推
選
と
す
る
こ
と
と

し
、
指
名
の
方
法
は
本
職
に
お
い
て
指
名
い
た
し
た
い
と
思
い

ま
す
が
、
こ
れ
に
御
異
議
ご
ざ
い
ま
せ
ん
で
し
ょ
う
か
。 

 
 

 
 

（
「
異
議
な
し
」
の
声
あ
り
） 

○
島
議
長 

御
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。
よ
っ
て
、
選
挙
の
方
法

は
指
名
推
選
に
す
る
こ
と
と
し
、
本
職
に
お
い
て
指
名
す
る
こ

と
に
決
定
い
た
し
ま
し
た
。 

 
 

副
議
長
に
川
岸
貞
利
議
員
を
指
名
い
た
し
ま
す
。 

 
 

お
諮
り
い
た
し
ま
す
。
た
だ
い
ま
指
名
い
た
し
ま
し
た
川
岸

貞
利
議
員
を
副
議
長
の
当
選
人
と
定
め
る
こ
と
に
御
異
議
ご
ざ

い
ま
せ
ん
か
。 

 
 

 
 

（
「
異
議
な
し
」
の
声
あ
り
） 

○
島
議
長 

御
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。
よ
っ
て
、
川
岸
貞
利
議

員
が
副
議
長
に
当
選
さ
れ
ま
し
た
。 

 
 

た
だ
い
ま
副
議
長
に
当
選
さ
れ
ま
し
た
川
岸
貞
利
議
員
に
対



 

 

し
、
会
議
規
則
第
三
十
一
条
第
二
項
に
よ
り
当
選
の
告
知
を
い

た
し
ま
す
。 

 
 

た
だ
い
ま
よ
り
、
川
岸
貞
利
議
員
の
副
議
長
就
任
の
御
挨
拶

が
あ
り
ま
す
。 

○
島
議
長 

川
岸
貞
利
議
員
。 

 
 

 
 

（
川
岸
貞
利
議
員
登
壇
） 

○
川
岸
議
員 

副
議
長
就
任
に
際
し
ま
し
て
御
挨
拶
申
し
上
げ
ま

す
。 

 
 

こ
の
た
び
、
議
員
の
皆
様
の
御
推
挙
を
い
た
だ
き
、
大
阪
広

域
水
道
企
業
団
議
会
副
議
長
に
就
任
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。 

 
 

島
議
長
の
下
、
議
員
の
皆
様
の
御
支
援
を
賜
り
、
ま
た
永
藤

企
業
長
を
は
じ
め
と
す
る
執
行
機
関
の
皆
さ
ん
の
御
協
力
を
得

ま
し
て
、
微
力
で
は
ご
ざ
い
ま
す
が
、
企
業
団
議
会
の
円
滑
な

運
営
に
尽
力
し
て
ま
い
り
ま
す
。 

 
 

今
後
と
も
、
皆
様
方
の
御
指
導
、
御
鞭
撻
を
よ
ろ
し
く
お
願

い
申
し
上
げ
ま
し
て
、
御
挨
拶
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
今

後
と
も
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

○
島
議
長 

副
議
長
就
任
の
御
挨
拶
が
終
わ
り
ま
し
た
。 

 

○
島
議
長 

日
程
第
四
、
会
議
録
署
名
議
員
の
指
名
を
行
い
ま
す
。 

 
 

会
議
録
署
名
議
員
は
、
会
議
規
則
第
七
十
八
条
の
規
定
に
よ

り
、
末
下
広
幸
議
員
及
び
藤
田
貴
支
議
員
を
指
名
い
た
し
ま
す
。 

 

○
島
議
長 

日
程
第
五
、
会
期
決
定
の
件
を
議
題
と
い
た
し
ま
す
。 

 
 

お
諮
り
い
た
し
ま
す
。
本
臨
時
会
の
会
期
は
、
本
日
一
日
と

い
た
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
に
御
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

 
 

 
 

（
「
異
議
な
し
」
の
声
あ
り
） 

○
島
議
長 

御
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。
よ
っ
て
、
会
期
は
一
日

と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。 

 

○
島
議
長 

た
だ
い
ま
よ
り
企
業
長
の
御
挨
拶
が
あ
り
ま
す
。 

○
島
議
長 

永
藤
企
業
長
。 

 
 

 
 

（
永
藤
英
機
企
業
長
登
壇
） 

○
永
藤
企
業
長 

本
日
は
、
令
和
六
年
第
二
回
企
業
団
議
会
七
月

臨
時
会
に
御
出
席
い
た
だ
き
ま
し
て
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。 

 
 

臨
時
会
へ
の
提
出
議
案
は
、
予
算
の
繰
越
し
に
関
す
る
報
告

二
件
で
す
。 

 
 

当
企
業
団
で
は
、
水
道
事
業
を
統
合
し
た
十
四
市
町
村
域
に

お
い
て
、
将
来
に
わ
た
っ
て
利
用
者
に
安
全
な
水
道
水
を
安
定

的
に
お
届
け
で
き
る
よ
う
に
、
今
後
も
広
域
化
に
よ
る
効
率
的

な
運
営
や
経
営
・
技
術
両
面
の
基
盤
強
化
に
努
め
ま
す
。 

 
 

ま
た
、
府
域
一
水
道
を
目
指
し
て
、
さ
ら
な
る
統
合
に
向
け

た
検
討
、
協
議
を
進
め
ま
す
。 

 
 

水
道
用
水
供
給
事
業
、
工
業
用
水
道
事
業
に
関
し
て
も
、
持

続
的
な
事
業
運
営
を
図
り
な
が
ら
、
施
設
の
耐
震
化
を
は
じ
め
、

水
を
安
定
供
給
す
る
た
め
の
取
組
を
着
実
に
推
進
し
ま
す
。 

 
 

議
員
の
皆
様
に
は
、
引
き
続
き
の
御
理
解
、
御
協
力
を
お
願

い
し
、
御
挨
拶
と
い
た
し
ま
す
。 

 
 

本
日
、
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

○
島
議
長 

企
業
長
の
挨
拶
が
終
わ
り
ま
し
た
。 

 

○
島
議
長 
日
程
第
六
、
諸
般
の
報
告
を
議
題
と
い
た
し
ま
す
。 

 
 

監
査
委
員
の
例
月
現
金
出
納
検
査
結
果
の
報
告
は
、
配
付
し

て
お
き
ま
し
た
の
で
、
御
了
承
願
い
ま
す
。 

 

○
島
議
長 

日
程
第
七
、
報
告
第
一
号
及
び
第
二
号
、
「
令
和
五

年
度
大
阪
広
域
水
道
企
業
団
水
道
事
業
会
計
予
算
繰
越
計
算
書

報
告
の
件
」
外
一
件
を
一
括
議
題
と
い
た
し
ま
す
。 

 
 

議
案
は
配
付
し
て
お
き
ま
し
た
の
で
、
御
了
承
願
い
ま
す
。 

 
 

議
案
に
つ
き
ま
し
て
、
副
企
業
長
の
説
明
を
求
め
ま
す
。 

○
島
議
長 

橋
本
副
企
業
長
。 

 
 

 
 

（
橋
本
正
司
副
企
業
長
登
壇
） 

○
橋
本
副
企
業
長 

本
議
会
に
提
出
を
い
た
し
ま
し
た
第
一
号
報

告
及
び
第
二
号
報
告
に
つ
き
ま
し
て
御
説
明
を
申
し
上
げ
ま
す
。 

 
 

ま
ず
、
第
一
号
報
告
「
令
和
五
年
度
大
阪
広
域
水
道
企
業
団

水
道
事
業
会
計
予
算
繰
越
計
算
書
報
告
の
件
」
に
つ
き
ま
し
て

御
説
明
を
申
し
上
げ
ま
す
。 

 
 

議
案
書
二
ペ
ー
ジ
の
水
道
事
業
会
計
（
水
道
用
水
供
給
事

業
）
予
算
繰
越
計
算
書
を
御
覧
く
だ
さ
い
。 

 
 

令
和
五
年
度
の
水
道
用
水
供
給
事
業
に
お
け
る
建
設
改
良
費

の
予
算
に
つ
き
ま
し
て
、
工
事
の
施
工
に
伴
い
発
生
し
た
状
況

の
変
化
へ
の
対
応
に
日
時
を
要
し
た
こ
と
な
ど
に
よ
り
ま
し
て
、

翌
年
度
繰
越
額
の
欄
に
記
載
の
と
お
り
、
三
億
八
千
百
二
十
六

万
余
円
を
令
和
六
年
度
に
繰
り
越
す
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 
 

次
に
、
第
二
号
報
告
「
令
和
五
年
度
大
阪
広
域
水
道
企
業
団

工
業
用
水
道
事
業
会
計
予
算
繰
越
計
算
書
報
告
の
件
」
に
つ
き

ま
し
て
御
説
明
を
申
し
上
げ
ま
す
。 

 
 

議
案
書
四
ペ
ー
ジ
の
工
業
用
水
道
事
業
会
計
予
算
繰
越
計
算

書
を
御
覧
く
だ
さ
い
。 

 
 

令
和
五
年
度
の
建
設
改
良
費
の
予
算
に
つ
き
ま
し
て
、
工
事

の
施
工
に
伴
い
発
生
し
た
状
況
の
変
化
へ
の
対
応
に
日
時
を
要

し
た
こ
と
な
ど
に
よ
り
ま
し
て
、
翌
年
度
繰
越
額
の
欄
に
記
載

の
と
お
り
、
十
三
億
四
千
二
百
七
十
三
万
余
円
を
令
和
六
年
度

に
繰
り
越
す
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 
 

以
上
二
件
に
つ
き
ま
し
て
は
、
地
方
公
営
企
業
法
第
二
十
六

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
繰
り
越
し
た
も
の
で
、
同
条
第
三
項

の
規
定
に
よ
り
御
報
告
を
い
た
す
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 
 

説
明
は
以
上
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

○
島
議
長 

以
上
で
副
企
業
長
の
説
明
は
終
わ
り
ま
し
た
。 

 
 

日
程
第
七
の
報
告
二
件
に
対
す
る
質
疑
は
、
通
告
が
あ
り
ま

せ
ん
で
し
た
の
で
、
質
疑
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 
 

日
程
第
七
の
報
告
二
件
に
つ
き
ま
し
て
は
、
議
決
不
要
で
あ

り
ま
す
の
で
、
御
了
承
願
い
ま
す
。 

 

○
島
議
長 

日
程
第
八
、
大
阪
広
域
水
道
企
業
団
議
会
議
員
派
遣



 

 

の
件
を
議
題
と
い
た
し
ま
す
。 

 
 

お
諮
り
い
た
し
ま
す
。
会
議
規
則
第
百
十
七
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
、
配
付
の
と
お
り
、
大
阪
広
域
水
道
企
業
団
の
浄
水

施
設
等
の
調
査
に
派
遣
い
た
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
に
御

異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

 
 

 
 

（
「
異
議
な
し
」
の
声
あ
り
） 

○
島
議
長 

異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。
よ
っ
て
、
本
件
は
、
配
付

の
と
お
り
決
定
い
た
し
ま
し
た
。 

○
島
議
長 

以
上
で
、
本
日
の
議
事
日
程
は
全
て
終
了
い
た
し
ま

し
た
。 

 
 

以
上
を
も
っ
て
本
日
の
会
議
を
閉
じ
ま
す
。 

 
 

こ
れ
を
も
っ
て
、
令
和
六
年
七
月
臨
時
会
を
閉
会
い
た
し
ま

す
。 

 

午
後
一
時
十
六
分 

閉
会 

                 

臨
時
議
長 

大
門 

晶
子 

議 
 

長 

島 
 

弘
一 

副 

議 

長 

川
岸 

貞
利 

議 
 

員 

末
下 

広
幸 

議 
 

員 

藤
田 

貴
支 

 


